
船舶事故等調査報告書 

平成２２年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９那第７７号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年５月１２日 １３時３０分ごろ 

発生場所 沖縄県金武
き ん

中城
なかぐすく

港 当添
とうぞえ

港北防波堤灯台から真方位３２９°１,５５０

ｍ付近（概位 北緯２６°１２.３′ 東経１２７°４６.１′） 

事故等調査の経過  平成２１年９月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第二げんかい、１０５トン 

１３０３６０、株式会社北栄 

Ｂ バージ 北栄
ほくえい

、２,４６１トン 

なし、株式会社北栄 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、四級海技士（航海） 

Ｂ なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 推進器翼欠損、舵板にき
．
裂 

Ｂ 左舷船底凹損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか５人が乗り組み、船首約３.０ｍ、船尾約４.２ｍの喫

水で、海砂約１,６００㎥を積載して船首尾とも約５.０ｍの喫水となった

Ｂ船を押し、金武中城港 東浜
あがりはま

の埋立て工事現場で着岸作業中、平成２１年

５月１２日１３時３０分ごろ、Ａ船の船尾船底及びＢ船の左舷船底が浅瀬

に乗り揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２ 

海象：潮汐 下げ潮末期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、Ｂ船を押して金武中城港東浜において着

岸作業を行う際、満潮時に着岸するよう時間調整を

行わなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船がＢ船を押して金武中城港東浜において着岸作業を行う

際、満潮時に着岸するよう時間調整を行わなかったため、両船が浅瀬に乗

り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 




